
「小児救急を 含む /] 、 呪医療」に係る 保健医療提供体制の 実現に関する 国と都道府県の 役割 くイメージノ 

  

[ 都道府県が医療計画において 定める数値目標 ( 例 )  ] 

。 すべての日常医療圏内に 二次小児救急医療の 拠点を構築 
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・深夜 帯の 「拠点病院 生た 
・小児救急外来患者数 ( 小 。 応急手当講習受講率 

。 夜間の受診割合 り Ⅱ㌔兜木 斗医 白雨妻女 
( 子どもの発症時の 対応 ) 

。 かかりつけ医をもって い 
・非小児科医の 小児救急 へ 

・小児救急外来からの 入院 。 小児救急患者愛人医療機関 

る率 の研 Ⅱ 修 参加状況と研修 実 
数 ( 小児人口あ たり ) 

， 1 次救急医療機関からの 。 1 5 歳以下の死亡率 

  

0 子どもがいつでも 適切な医療を 受けられるよ う 小児救急医療体制をすべての 日常医療 圏 に構築 

0 すべての地域を ヵ バ一した切れ 目のな い 小児救急医療の 構築 

0 小児医療施設の 役 

  



  

。 ム 平成Ⅱ 5 年医療制度改革を 念頭においた 三県による保健医療提供体制の 構築 ( 「小児救急を 含む小児医療」の 場合 ) く イメージノ 

三県における「小児救急を 含む小児医療」に 関する 

保健医療提供体制の 推進方策 

「，医療法に 基づく制度的な 支援 ( 第 5 次医療法改正 )   
とに指定できる 方策の梼 寸 

②医療計画による / 」 ¥ 児 救急医療ネットワーウ ( 初期救急医療を 含 

  む。 ) の明示   
国が 目 指すべ き 

7@ 、 児 救急を含む小児医療提供林 %ll 

。 Ⅱ、 児 救急医療体制を づ - べての日常 医 

2. 交付金，補助金等による 財政的な支援 ( 平成「 8 年度実施 ) 

や ; 標に基づいた 透明性の高い 基準による各種支援 ( 補助金， 政   「 一 " 
療圏 に整備 

  すべての上仙 或を カバーした切れ 日の 
簾 融資など フ 

ね ; し Ⅱ、 児 救急医療の構築 音 政策評価による 翌年度にっながる 行止 弼毎 策の見直し 
。 Ⅱ、 児 ，医療 ル櫨 没の役 譚け吋旦と 連携を推 

進 l, 、 Ⅱ、 児科・医師の 適正な配置を 図る 
  - し 

    

一 20 一 



胚
 0
 

（
 0
 

0
 

 
 

90.0 

0
 
0
 

O
 
0
 

7
 

@
 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

90.0 

i0.0 

O.O 

各都道府県の 小児救急医療 圏 における二次小児救急医療体制の 整備状況 

  ( 平成 16 年 3 月 31 日現在 )   
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